
船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月１１日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 京都府宮津市宮津港第２区 

 宮津港鶴賀防波堤灯台から真方位０５２°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３２.６′ 東経１３５°１２.５′） 

事故の概要  漁船第２正栄
しょうえい

丸は、南西進中、また、競そう用ボート（船名な

し）は、北進中、両船が衝突した。 

 競そう用ボート（船名なし）は、漕手
そうしゅ

２人が負傷し、艇尾付近のキ

ャンバスに亀裂等を生じ、また、第２正栄丸は、船底部外板に擦過傷

を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１０月２３日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第２正栄丸、０.３トン 

   ＫＴ３－８５９７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 競そう用ボート （船名なし）、総トン数なし（長さ９.４ｍ） 

   なし、京都府立宮津高等学校ボート部 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 漕手Ｂ１、操縦免許なし 

 漕手Ｂ２、操縦免許なし 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（漕手Ｂ１及び漕手Ｂ２） 

 損傷 Ａ 船底部外板に擦過傷 

Ｂ 艇尾付近のキャンバスに亀裂及び右舷側のオールに折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、知人１人（以下「同乗者Ａ」という。）を乗せ、宮津市大

手川河口に向けて約６ノットの対地速力で南西進していた。 

 同乗者Ａは、船首甲板で船尾方を向いて腰を掛けていたところ、船

首方から「危ない、危ない」という声を聞き、右舷船首方のＢ船に気

付き、「危ない」と叫んだ。 

 船長Ａは、船尾甲板に腰を掛けて操船中、同乗者Ａからの「危な

い」という声と共に異音を聞いた。 

 Ｂ船は、ダブルスカル競技の２人乗りの競そう用ボートであり、漕

手Ｂ１及び漕手Ｂ２が乗り、そう艇練習を行っていた。 

 漕手Ｂ１は、艇首方の流木の有無に注意していたところ、Ｂ船に向



けて航行するＡ船を認めた。 

 漕手Ｂ１は、Ａ船がいずれＢ船を避けてくれると思って見ていたと

ころ、避航する様子がなかったので、漕手Ｂ２にその旨を伝えた。 

 Ｂ船は、漕手Ｂ１及び漕手Ｂ２が、衝突を避けようと思って漕
こ

ぐのを

やめたものの、右舷側のオールとＡ船とが衝突し、オールのシャフト部

が切断され、艇尾付近のキャンバス上をＡ船が通過したのち、右舷側

に転覆し、漕手Ｂ１及び漕手Ｂ２が落水した。 

 漕手Ｂ１及び漕手Ｂ２は、転覆したＢ船を元に戻して乗り込み、ボー

ト部顧問が操船するゴムボートにえい
．．

航されて出発場所に戻った。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、船首甲板に腰を掛けていた同乗者Ａが死角とな

っていたが、同死角を補う見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、漕手Ｂ１が、Ｂ船に向けて航行するＡ船がいずれＢ船を避

航するものと思い、衝突を避けるための動作が遅れたことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが船首方の死角を補う見張りを適切に行っ

ておらず、また、Ｂ船の漕手Ｂ１が、Ａ船がいずれＢ船を避航するも

のと思い、衝突を避けるための動作が遅れたため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に死角がある場合は、船首を振るなどして船首方の見張り

を適切に行うこと。 

 


